
  第７回教育委員会臨時会　案件表

○日　時

令和７年11月26日（水）

○議　題

１ 議　案

(1) 議案第39号 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき

事件の議案に関する意見について (資料１)

(2) 議案第40号 「練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例」の制定依頼について (資料２)

(3) 議案第41号 練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を

改正する規則 (資料３)
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議案第４０号 

 

 

 「練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の制定依頼に

ついて 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和７年１１月２６日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 

 「練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の制定依頼に

ついて 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり制定を練馬区長あて依頼するものとする。 
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令 和 ７ 年 1 1月 2 6日 

教育振興部教育指導課 

 

 

練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の理由 

⑴ 特別区人事委員会勧告（令和７年10月14日）等に基づき、区立幼稚園教

育職員に対する給与の改定を行う。 

⑵ 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）の一部改正に伴い、区立幼稚

園職員の教員特別手当の支給に係る改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

⑴ 給料表の改定 

公民較差分の解消を図るため、給料表の引上げ改定を行う。 

⑵ 期末手当および勤勉手当の改定（特別給全体の支給月数は別表のとお

り） 

ア 令和７年度以降の期末手当および勤勉手当の年間支給月数を引き上げ

る。 

令和７年度分 

職員の区分 手当 ６月期 12月期 年間 

一般職員 

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

期末手当 1.250月 1.275月 2.525月 

勤勉手当 1.175月 1.200月 2.375月 

定年前再任用短時間

勤務職員 

期末手当 0.700月 0.725月 1.425月 

勤勉手当 0.575月 0.600月 1.175月 

管理職員 

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

期末手当 1.075月 1.100月 2.175月 

勤勉手当 1.350月 1.375月 2.725月 

定年前再任用短時間

勤務職員 

期末手当 0.6125月 0.6375月 1.250月 

勤勉手当 0.6625月 0.6875月 1.350月 
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イ 令和８年度以降の期末手当および勤勉手当の支給月数を６月期および

12月期が均等となるように配分する。 

   令和８年度以降分 

職員の区分 手当 ６月期 12月期 年間 

一般職員 

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

期末手当 1.2625月 1.2625月 2.525月 

勤勉手当 1.1875月 1.1875月 2.375月 

定年前再任用短時間

勤務職員 

期末手当 0.7125月 0.7125月 1.425月 

勤勉手当 0.5875月 0.5875月 1.175月 

管理職員 

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

期末手当 1.0875月 1.0875月 2.175月 

勤勉手当 1.3625月 1.3625月 2.725月 

定年前再任用短時間

勤務職員 

期末手当 0.625月 0.625月 1.250月 

勤勉手当 0.675月 0.675月 1.350月 

 

⑶ 教員特別手当の改正 

 教員特別手当の支給について、規則で定める校務の種類を考慮する旨を定

める。 

 

３ 施行期日  

⑴ 給料表の改定 

公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

⑵ 期末手当および勤勉手当の改定 

ア 令和７年度分 

   公布の日から施行し、令和７年12月１日から適用する。 

イ 令和８年度以降分 

令和８年４月１日から施行する。 

⑶ 教員特別手当の改定 

令和８年１月１日から施行する。 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表（第１条改正関係） 

現 行 改正案 

（期末手当） （期末手当） 

第27条 ［略］ 第27条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に

100分の125を乗じて得た額に、規則で定

める支給割合を乗じて得た額とする。た

だし、第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員の期末手当の額は、

職員の給与月額に100分の107.5を乗じて

得た額に、規則で定める支給割合を乗じ

て得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に

100分の127.5を乗じて得た額に、規則で

定める支給割合を乗じて得た額とする。

ただし、第10条の規定に基づき管理職手

当の支給を受ける職員の期末手当の額

は、職員の給与月額に100分の110を乗じ

て得た額に、規則で定める支給割合を乗

じて得た額とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の125」とあるのは「100分の

70」と、「100分の107.5」とあるのは

「100分の61.25」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の127.5」とあるのは「100分の

72.5」と、「100分の110」とあるのは

「100分の63.75」とする。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第30条 ［略］ 第30条 ［略］ 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に

100分の117.5（第10条の規定に基づき管

理職手当の支給を受ける職員にあっては

100分の135）を乗じて得た額の総額を超

えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に

100分の120（第10条の規定に基づき管理

職手当の支給を受ける職員にあっては

100分の137.5）を乗じて得た額の総額を

超えてはならない。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の117.5」とあるのは「100分の

57.5」と、「100分の135」とあるのは

「100分の66.25」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の120」とあるのは「100分の

60」と、「100分の137.5」とあるのは

「100分の68.75」とする。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

（教員特別手当） （教員特別手当） 

第31条 ［略］ 第31条 ［略］ 
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２ 教員特別手当の月額は、4,150円を超

えない範囲内で、職務の級および号給

（定年前再任用短時間勤務職員にあって

は、職務の級）の別に応じて、人事委員

会の承認を得て規則で定める。 

２ 教員特別手当の月額は、4,150円を超

えない範囲内で、職務の級および号給

（定年前再任用短時間勤務職員にあって

は、職務の級）の別に応じ、校務類型

（人事委員会の承認を得て規則で定める

校務の種類をいう。）に係る業務の困難

性その他の事情を考慮して、人事委員会

の承認を得て規則で定める。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

  

   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 

    付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日（以下「施行

日」という。）から施行する。ただし、

つぎの各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

  ⑴ 第１条中第31条第２項の改正規定  

令和８年１月１日 

  ⑵ ［略］ 

 ２ 第１条の規定（別表第１の改正規定に

限る。）による改正後の練馬区立幼稚園

教育職員の給与に関する条例（以下「第

１条による改正後の条例」という。）の

規定は、令和７年４月１日から適用す

る。 

 ３ 第１条の規定（第27条第２項および第

３項ならびに第30条第２項および第３項

の改正規定に限る。）による改正後の練

馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条

例の規定は、令和７年12月１日から適用

する。 

 （令和７年４月１日から施行日の前日まで 

の間における異動者の号給） 

４ 令和７年４月１日から施行日の前日ま

での間において、第１条の規定（第27条

第２項および第３項ならびに第30条第２

項および第３項の改正規定を除く。）に
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よる改正前の練馬区立幼稚園教育職員の

給与に関する条例（以下「改正前の条

例」という。）の規定により、新たに給

料表の適用を受けることとなった職員お

よびその属する職務の級またはその受け

る号給に異動のあった職員のうち、特別

区人事委員会（以下「人事委員会」とい

う。）の定める職員の第１条による改正

後の条例の規定による当該適用または異

動の日における号給は、人事委員会が定

める。 

 （施行日から令和８年３月31日までの間に 

おける異動者の号給の調整） 

５ 施行日から令和８年３月31日までの間

において、第１条による改正後の条例の

規定により、新たに給料表の適用を受け

ることとなった職員およびその属する職

務の級またはその受ける号給に異動のあ

った職員の当該適用または異動の日にお

ける号給については、当該適用または異

動について、まず改正前の条例の規定が

適用され、次いで当該適用または異動の

日から第１条による改正後の条例の規定

が適用されるものとした場合との均衡上

必要と認められる限度において、人事委

員会の定めるところにより、必要な調整

を行うことができる。 

 （給与の内払） 

６ 第１条による改正後の条例の規定を適

用する場合においては、改正前の条例の

規定に基づいて支給された給与は、第１

条による改正後の条例の規定による給与

の内払とみなす。 

 （委任） 

７ 前３項に定めるもののほか、この条例

の施行に関し必要な事項は、人事委員会

が定める。 

別表第１ ［略］ 別表第１ ［略］ 
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練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表（第２条改正関係） 

現 行 改正案 

（期末手当） （期末手当） 

第27条 ［略］ 第27条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に

100分の127.5を乗じて得た額に、規則で

定める支給割合を乗じて得た額とする。

ただし、第10条の規定に基づき管理職手

当の支給を受ける職員の期末手当の額

は、職員の給与月額に100分の110を乗じ

て得た額に、規則で定める支給割合を乗

じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に

100分の126.25を乗じて得た額に、規則

で定める支給割合を乗じて得た額とす

る。ただし、第10条の規定に基づき管理

職手当の支給を受ける職員の期末手当の

額は、職員の給与月額に100分の108.75

を乗じて得た額に、規則で定める支給割

合を乗じて得た額とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の127.5」とあるのは「100分の

72.5」と、「100分の110」とあるのは

「100分の63.75」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の126.25」とあるのは「100分の

71.25」と、「100分の108.75」とあるの

は「100分の62.5」とする。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第30条 ［略］ 第30条 ［略］ 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に

100分の120（第10条の規定に基づき管理

職手当の支給を受ける職員にあっては

100分の137.5）を乗じて得た額の総額を

超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に

100分の118.75（第10条の規定に基づき

管理職手当の支給を受ける職員にあって

は100分の136.25）を乗じて得た額の総

額を超えてはならない。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の120」とあるのは「100分の

60」と、「100分の137.5」とあるのは

「100分の68.75」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の118.75」とあるのは「100分の

58.75」と、「100分の136.25」とあるの

は「100分の67.5」とする。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

  

   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 
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    付 則 

 （施行期日等） 

 １ （前略）ただし、つぎの各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

  ⑴ ［略］ 

  ⑵ 第２条の規定 令和８年４月１日 

 ２～７ ［略］ 

 



 1 

議案第４１号 

 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和７年１１月２６日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 
 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 



 2  
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   練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成12年３月練馬区教育委 

員会規則第９号）の一部をつぎのように改正する。 

 別表第２の⑴の表をつぎのように改める。 

 ⑴ 条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員以外の職員 

減額事由 減額率 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が８日以上あること。 100分の100 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が７日あること。 100分の80 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が５日または６日あること。 100分の60 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が４日あること。 100分の40 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が３日あること。 100分の20 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が２日あること。 100分の10 

法第29条の規定により停職にされたこと。 １回につき

100分の50 

法第29条の規定により減給にされたこと。 １回につき

100分の35 

法第29条の規定により戒告にされたこと。 １回につき

100分の20 

   付 則                                

 この規則は、令和７年12月２日から施行する。  

          「    「        

 別表第２の⑵の表中 
100分の20 

 を  
100分の30 

 に改める。 
100分の10 100分の20 

             」    」 
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令 和 ７ 年 1 1月 2 6日 

教育振興部教育指導課 

 

練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由 

職務給原則の更なる徹底を図り、昇任意欲の醸成に資する職務・職責をよ

り重視した給与制度を実現するための見直しを行うため。 

 

２ 改正の内容 

  勤勉手当に係る減額率を定める。 

 

３ 施行期日 
令和７年12月２日から施行する。 

 

４ 新旧対照表 

  別紙のとおり 
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練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則新旧対照表 

現 行 改正案 

   本 則 ［略］    本 則 ［略］ 

  

   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 

    付 則 

  この規則は、令和７年12月２日から施行す

る。 

  

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

 ⑴ 条例第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員以外の職員 

 ⑴ 条例第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員以外の職員 

減額事由 減額率 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が９日以上あること。 

100分の100 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が７日または８日あること。 

100分の70 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が５日または６日あること。 

100分の50 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が４日あること。 

100分の30 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が３日あること。 

100分の10 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が２日あること。 

100分の５ 

法第29条の規定により停職にさ

れたこと。 

１回につき

100分の20 

法第29条の規定により減給にさ

れたこと。 

１回につき

100分の15 

法第29条の規定により戒告にさ

れたこと。 

１回につき

100分の10 
 

減額事由 減額率 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が８日以上あること。 

100分の100 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が７日あること。 

100分の80 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が５日または６日あること。 

100分の60 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が４日あること。 

100分の40 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が３日あること。 

100分の20 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が２日あること。 

100分の10 

法第29条の規定により停職にさ

れたこと。 

１回につき

100分の50 

法第29条の規定により減給にさ

れたこと。 

１回につき

100分の35 

法第29条の規定により戒告にさ

れたこと。 

１回につき

100分の20 
 

 ⑵ 条例第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員 

 ⑵ 条例第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員 

減額事由 減額率 

［略］ ［略］ 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が３日あること。 

100分の20 

私事欠勤等の取扱いを受けた期 100分の10 

減額事由 減額率 

［略］ ［略］ 

私事欠勤等の取扱いを受けた期

間が３日あること。 

100分の30 

私事欠勤等の取扱いを受けた期 100分の20 
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間が２日あること。  

［略］ ［略］ 
 

間が２日あること。  

［略］ ［略］ 
 

  

 


